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研究成果の概要（和文）：本研究は、国際農産物需給が逼迫するなかで、特に開発途上国に依存

する比重が増大すると考えられる油糧種子・植物油生産に関して、バイオ燃料を含む国際油糧

種子・植物油市場の開発途上国における油糧種子・植物油作物生産への影響をインドネシアを

対象に分析することを目的とした。特にインドネシアの北スマトラ州を事例に、パーム搾油産

業の市場構造を踏まえた上で非対称価格伝達のフレームワークを用い分析を行い、搾油企業か

ら農家へと価格交渉力が変化していったことを明らかにした。 

 
研究成果の概要（英文）：The purpose of this study analyzes effects of international vegetable 

oil market to vegetable oil plants productions in developing countries by focusing on 

Indonesia case since vital role of developing countries in vegetable oil plants productions is 

projected in tightening international vegetable oil market. Using concept of APT 

(Asymmetric Price Transmission) after understanding the structure of palm oil industry in 

Indonesia, it is shown that market power moved from palm oil milling companies to 

farmers.  
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１．研究開始当初の背景 

 世界の植物油生産量は 128.24 million 

metric ton（2007/08 年見込み、USDA(2008), 

Oil Crops Year in Review: U.S. Soybean 

Demand Powered be Record 2006/07 

Supply.）に達するが、このうちの 65.5%が、
パーム油・パーム核・大豆油によって占めら
れている。近年、ⅰ.ブラジル・ロシア・中国・
インドの BRICs 諸国や後発の開発途上国の
経済発展・人口増大に伴った飼料・食料需要
の増大、およびⅱ.バイオ燃料導入による需要
の増大により国際食料需給の逼迫が指摘さ
れる。更に、ⅲ.地球温暖化に起因する天候不
順・適作地の変化、あるいは水資源の枯渇や
塩害・化学肥料および農薬の多投による土壌
劣化といった要因により今後の生産を不確
実なものとしている。生産に関する不確実性
ⅲ.を所与としつつ、ⅰ.、ⅱ.による油糧種子・
植物油に関する需要の増大が見込まれるわ
けだが、これに対応した生産のほとんどは、
OECD 加盟国以外の開発途上国によって行
われる。2017/18 年時点でみると、世界油糧
種子生産 383.2百万 tのうち非OECD諸国の
生産量は 244.6 百万 t であり、同植物油生産
量 143.5 百万 t に対して、非 OECD 諸国の生
産量は 110.7 百万 t に達する。油糧種子生産
は、ブラジル、アルゼンチン、中国が主要産
地であり、これにパーム油、パーム核油の中
心生産国であるマレーシア、インドネシア、
フィリピンが加わる。すなわち、油糧種子・
植物油生産は開発途上国経済に大きな影響
力を有するとともに、農村経済の改善を通じ
た貧困削減に寄与する可能性が大きい。 

 しかしながら、国際農産物市場の価格変動
の開発途上国農産物市場への波及（Price 

Transmission）には非対称性 Asymmetric 

Price Transmission（APT）が伴う。すなわ
ち国際農産物市場での価格変化に対応する
開発途上国農産物市場の価格変化の大き
さ・方向が一時的に異なり、その後本来の均
衡価格へと収束するのである。これは、開発
途上国農産物市場における、政策・不完全競
争市場・流通経路の未整備等による歪みに起
因する。開発途上国の農業生産者は、この価
格変化をシグナルとして作付けを行うこと
となる。油糧種子・植物油生産のなかでもパ
ーム油生産は、樹木による生産であるため、
価格シグナルに対する迅速な反応は困難で
あり、いわば不可逆性が高い。また、その他
の作物も価格の上昇シグナルにより新たに
開墾するなどした場合も同様である。 

 

２．研究の目的 

 本研究の目的は、地球温暖化に起因する天
候不順・適作地の変化、あるいは水資源の枯
渇や塩害・化学肥料および農薬の多投による

土壌劣化といった要因による生産における
不確実性を所与として、ブラジル・ロシア・
中国・インドの BRICs 諸国や後発の開発途
上国の経済発展および人口増大に伴った飼
料・食料需要の増大、およびバイオ燃料導入
により、国際農産物需給が逼迫するなかで、
特に開発途上国に依存する比重が増大する
と考えられる油糧種子・植物油生産に関して、
バイオ燃料を含む国際油糧種子・植物油市場
の開発途上国における油糧種子・植物油作物
生産への影響をインドネシアを対象に分析
することである。 

 

３．研究の方法 

 国際農産物市場の価格変動の開発途上国
農産物市場への波及（Price Transmission）
には非対称性 Asymmetric Price 
Transmission（APT）が伴う。すなわち国際
農産物市場での価格変化に対応する開発途
上国農産物市場の価格変化の大きさ・方向が
一時的に異なり、その後本来の均衡価格へと
収束するのである。これは、開発途上国農産
物市場における、政策・不完全競争市場・流
通経路の未整備等による歪みに起因する。開
発途上国の農業生産者は、この価格変化をシ
グナルとして作付けを行うこととなる。油糧
種子・植物油生産のなかでもパーム油生産は、
樹木による生産であるため、価格シグナルに
対する迅速な反応は困難であり、いわば不可
逆性が高い。また、その他の作物も価格の上
昇シグナルにより新たに開墾するなどした
場合も同様である。本研究では、国際油糧種
子・植物油市場の開発途上国市場への影響を、
インドネシアを対象に、近年蓄積の進む APT
のフレームワークを用い、適宜、現地調査で
補足しながら分析する。 
 
４．研究成果 
（１）インドネシアにおけるパーム搾油産業 
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図 1 パーム・プランテーションの作付面積 

出所：BPS, Indonesian Oil Palm Statistics 2007 
註 ：2007年は速報値． 



 インドネシアにおけるパーム果房（Fresh 
Fruit Bunches, FFB）の生産者は小農、私企
業、政府の 3種類に区分できる。私企業や政
府は労働者を雇用して FFB生産を行う。収穫
された FFB は 1～2 日以内に搾油工場に輸送
される。FFB は生鮮品であり、日がたつと品
質が劣化したり油分の低下につながるため、
収穫後速やかに搾油されなければならない。
私企業や政府は搾油工場を所有しており、自
らのプランテーションで収穫された FFBのほ
とんどは自らの搾油工場に輸送される。小農
は一定の収穫量がある場合は、直接搾油工場
に FFBを納入することができるが、小規模な
場合は中間業者に販売し、中間業者が一定数
量以上にまとめて搾油工場に販売する。実地
調査では、最低販売量が定められている地域
があり、その場合は 1 回の販売量が 15 トン
未満だと直接工場に販売することはできず、
中間業者に販売しなければならない。また、
搾油工場の子会社に一定の料金を支払うこ
とで小農が直接工場に販売することができ
るという仕組みを採用している地域もある。
ただし、その場合はトラック等の比較的大型
の輸送手段がなければ工場に直接輸送でき
ないことから、直接販売できるのは比較的大
規模な農家に限られ、小規模な農家は中間業
者に販売することになる。 
 図 1は 1999年から 2007年までの小農、私
企業、政府のプランテーションにおけるパー
ムの作付面積を表したものであり、2000年か
ら 2001年，2003年から 2004年にかけて小農
および私企業の作付面積が急増しているこ
とがわかる。一方、政府のプランテーション
は期間を通じてあまり変化がみられない。こ
のことから、2000年以降の作付面積の急拡大
により FFBの供給が増加し、搾油工場の数も
増加したと推測することができよう。実際の 
搾油工場の数を限られたデータで確認する
と，インドネシア全体では 1990年に 82の搾
油工場が存在していたが、1993 年には 155、
1995 年には 179 と増加し、2004 年には 229、
2005 年には 249 となっている。2003 年にお
ける北スマトラ州の搾油工場数は 66で、2004
年には 90、2005年には 116に増加している。
今日ではプランテーションを持たない工場
も増加しており、スマトラ島のジャンビ州で
は 2005 年時点で 9 つの搾油工場のうち 6 つ
がプランテーションを持たないものである
とされる。こうした工場は政府が所有する工
場よりも高い FFBの買い取り価格を提示する
ことが可能である。これは、プランテーショ
ンを開始し運営するための費用が不要であ
るためである。また、インドネシア・パーム・
プランテーション農家連盟（Apkasindo）は
パーム原油（Crude Palm Oil, CPO）生産を
最適化するためにさらに 119の搾油工場が必
要であるという推計を発表している。これは

2005年時点の FFB生産量を基準にすると 470
ほどの搾油工場が必要であるということを
示しており、今後搾油工場の数はさらに増加
するものと考えられる。 
 以上の検討から、北スマトラ州におけるパ
ーム搾油産業の市場構造は、特に 2000 年以
降の競争的な環境の実現により、搾油工場に
FFB の価格交渉力があるというよりは、農家
あるいは中間業者といった FFBの売り手に交
渉力があることが推察される。 
 
（２）非対称価格伝達の推計 
 世界最大のパームオイル生産国であるイ
ンドネシアでは、2005年時点でパーム・プラ
ンテーションの面積が全国土の 76.5%を占め
る。中でも、北スマトラ州のパーム油生産能
力が最大であり、2005年にはインドネシア全
体の搾油能力の 40%以上を占めている。 
本研究では、国際植物油市場におけるパー

ムオイル価格がパーム椰子農家に与える影
響を把握することを目的に、北スマトラ州の
パーム搾油産業における価格伝達について
推計した。特に、投入物価格と産出物価格の
差であるマージンが増大するようなショッ
クと減尐するようなショックに対して、産出
物価格の調整速度が対称的であるかという
観点から、非対称価格伝達の有無について実
証分析を行った。非対称価格伝達の推計には
(Momentum) Threshold Autoregressive 
((M-)TAR)モデルを用いた。 

非対称価格伝達の実証分析にはパーム搾
油工場の FFB 購入価格（pb）およびパーム果
実換算の CPO 工場搬出価格（ps）を用いた．
FFB購入価格は PT Smart社のデータを使用し
た．CPO工場搬出価格は Maryadi et al.によ
る次の方程式を用いて算出した。 

PKOPKOcpos
CRFOBFOBp   (ⅰ) 

ただし，FOBCPO，FOBPKOはそれぞれ CPO の FOB
価格、PKO の FOB 価格を表し、CRCPO、CRPKOは
それぞれ CPO および PKO の搾油率（1 単位の
FFBから抽出できるCPO、PKOの割合）を表す。
搾油率はパームの樹齢によって変化するが、
スマトラ島におけるパーム栽培は植民地時
代から続く長い歴史を持っており、カリマン
タン島やその他の新興地域と比較して生産
性の高い樹齢 10 年以上の樹木が多いことか
ら、法令で規定された搾油率の中でもっとも
生産性の高い樹齢 10年から 20年の搾油率を
採用した。すなわち、CRCPO=21.25%、CRPKO=5.0%
である。FOB価格は PT Smart社のデータを用
いた。これはベラワン港における FOB価格を
表すものである。pbおよび psは 1999 年 1 月
から 2008 年 12 月までの月次データであり、
サンプル数は 120である。 
搾油費用が期間を通じて一定であると仮

定すると、t期における pbと psの関係は次の
ように表せる。 



tpp
tbts

cos
,,
  (ⅱ) 

Engle and Granger によると、ps,tおよび pb,t
が非定常過程であり、Δps,tおよびΔpb,tが定
常過程である場合、すなわち、1 階差定常過
程（I(1)過程）である場合、ps,tを pb,tに回帰
したときの係数はバイアスを持ち、みせかけ
の相関を示す。しかし、その残差系列が定常
過程であれば、ps,tおよび pb,tは共和分関係に
あると言われる。したがって、ps,t および pb,t
の単位根検定と共和分検定を行わなくては
ならない。なお、以下では両変数に対数をと
って分析を行った。lnps,tおよび lnpb,tに関す
る単位根検定の結果から、両変数は I(1)過程
にある。よって、lnps,tを lnpb,tに回帰した次
式はみせかけの相関を示している可能性が
ある。ただし、括弧内は t値を表す。 

tststs ,,,
ˆˆln869.0118.1ˆln μρρ 

 
(10.46) (52.78) 

(ⅲ) 

 Enders and Siklos による TAR モデルは、
(ⅲ)式における残差系列 を用い、次式にお
いて共和分検定を行う。 
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ただし、Itはヘビサイド指示関数、τは Chan
による閾値の超一致推定量を表す。また、  
εtは 
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jt

 εεσεε
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22  (ⅵ) 

を満たすホワイトノイズ攪乱項である．また， 
が定常過程であるための必要十分条件は次
の通りである。 
なお、T はラグ次数であり、(ⅵ)式および

   τρρρρ anyfor111,0,0
2111



を満たすときの BIC（Bayesian Information 
Criteria）を最小にする値として求められる。 
共和分検定はρ1=ρ2=0 を検定することで行
われる。すなわち、ρ1=ρ2=0が棄却されれば
ps,t と pb,t は共和分関係にあることが示され
る。 
非対称価格伝達はρ1とρ2の絶対値の大きさ
を比較することで検定することができる。ρ

1=ρ2が棄却され|ρ1|<|ρ2|であれば，均衡誤
差からの負の乖離の方が正の乖離よりも急
速に調整されることを示すため、マージンが
増加するようなショックよりもマージンが
減尐するようなショックに対してより急速
な調整が行われる。すなわち、下方硬直的な
価格伝達を示しており、正の非対称価格伝達
と呼ばれる。逆に、ρ1=ρ2が棄却され|ρ1|>|
ρ2|であれば、均衡誤差からの正の乖離の方
が負の乖離よりも急速に調整されることを
示すため、マージンが減尐するようなショッ
クよりもマージンが増加するようなショッ

クに対してより急速な調整が行われる。すな
わち、上方硬直的な価格伝達を示しており、
負の非対称価格伝達と呼ばれる。 
一方、M-TAR モデルは(ⅴ)式におけるμをΔ
μと置き換えることによって推計される。
TAR モデルと M-TAR モデルは Sichel の言う
Deepnessと Steepnessという 2つの非対称調
整過程に対応するが、いずれのモデルでも|
ρ1|<|ρ2|であれば正の非対称価格伝達を示
し、|ρ1|>|ρ2|であれば負の非対称価格伝達
を示す。 
 
（３）推計結果 
(M-)TARモデルでは、サンプル数が約 50以下
の推計では小サンプル・バイアスが発生する
可能性があるため、いくつかの期間区分を行
って推計し、総合的に判断する必要があると
考えられる。推計結果を示したのが表 2であ
る。1999 年 1 月から 2000 年 8 月頃までは有
意に|ρ1|<|ρ2|が成立し，正の非対称価格伝
達が趨勢的であるが，2000年 9月頃から 2007
年 4 月頃までは有意に|ρ1|>|ρ2|が成立し、
負の非対称価格伝達が趨勢的であり、それ以
降は再び正の非対称価格伝達に向かうよう
に考えられる。すなわち、期間中の初期にお
いては下方硬直的な価格伝達が行われ、それ
が 2000 年 8 月頃から上方硬直的な価格伝達
に変化し、2007年後半以降は比較的対称的な
価格伝達になってきたと判断することがで
きる。 
より多くの期間区分で同様の推計を行い、

それらを総合してひとつの指標として表し
たものが図 2である。ここからも、2000年 7
月頃までは正の非対称価格伝達となってい
たが、2000年 8月頃から負の非対称価格伝達
に向けて変化し、2002 年 4 月頃から 2007 年
4 月頃までは完全な負の非対称価格伝達が行
われて、それ以降は対称的な価格伝達が行わ
れていることが確認できる。1999年 1月から
2000年7月頃までの下方硬直的な非対称価格
伝達は、パーム油産業に関する既存研究が指
摘しているように、相対的に搾油工場が FFB
購入価格の決定力を持っていることと合致
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図 2. 非対称価格伝達の推移 

出所: 筆者作成 



する。しかし、パーム油の国際価格の上昇と
それにともなうパーム油需要の増大により、
パーム作付地域が拡大するとともに搾油工
場が増加し、搾油能力も上昇したため、搾油
産業が厳しい競争に晒されるようになり、
FFB の売り手（農家）に価格決定権が移行し
たといえる。これは 2000 年 8 月頃から 2007
年 4月頃までの上方硬直的な非対称価格伝達
に示されている。また、交渉力が強い方を先
導者、弱い方を追随者と考えると、上方ある
いは下方硬直的な非対称価格伝達がみられ
る期間において、先導者の価格上昇により需
要が低下すると、追随者は価格を急速には調
整したがらなくなり、先導者が価格を引き下
げることで需要が増加すると、追随者は価格
を急速に調整することになる。 
 
（４）結論 

本研究は、国際農産物需給が逼迫するなか
で、特に開発途上国に依存する比重が増大す
ると考えられる油糧種子・植物油生産に関し
て、バイオ燃料を含む国際油糧種子・植物油
市場の開発途上国における油糧種子・植物油
作物生産への影響をインドネシアを対象に
分析することを目的とした。特にインドネシ
アの北スマトラ州を事例に、パーム搾油産業
の市場構造を踏まえた上で非対称価格伝達
のフレームワークを用い分析を行った。1999
年 1 月から 2000 年 7 月頃までの下方硬直的
な非対称価格伝達は、相対的に搾油工場が 
FFB 購入価格の決定力を持っていたことを示
す。その後、パーム油の国際価格の上昇とそ
れにともなうパーム油需要の増大により、パ
ーム作付地域が拡大するとともに搾油工場
数が増加し、搾油能力も上昇したため、搾油
産業が厳しい競争に晒されるようになり、
FFB の売り手に価格決定力が移行したことが
指摘できる。これは 2000 年 8 月頃から 2007
年 4月頃までの上方硬直的な非対称価格伝達
に示されている。また、交渉力が強い方を先
導者、弱い方を追随者と考えると、上方ある
いは下方硬直的な非対称価格伝達がみられ
る期間において、先導者の価格上昇により需
要が低下すると、追随者は価格を急速には調
整したがらなくなり、先導者が価格を引き下
げることで需要が増加すると、追随者は価格
を急速に調整することになる。これは
Kovenock and Widdowsの議論と適合する。し
たがって、理論モデルとの関連性が示唆され
る。 

非対称価格伝達の推計と経済理論とのよ
り厳密な関連性の構築は今後の課題である。
また、本研究では北スマトラ州を対象とした
が、データが利用可能であれば他州との比較
が可能になるだろう。さらに、パーム油の輸
出国同士の価格伝達の比較や、輸入国同士の
比較を行うことで、貿易政策や国際投資に対

する有用な政策的含意を得ることが期待で
きる。 
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